
議案第５９号 

 

   京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例の全部改正につい    

   て 

 

 京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例を別紙
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（提案理由） 

 本件は、大住ふれあいセンターのリニューアルに伴い、大住児童館を廃止す

るとともに、改正された児童館ガイドラインに沿う内容となるよう所要の改正

を行うため、提案するものである。 



京田辺市条例第  号 

 

   京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例（案） 

 

 京田辺市立児童館の設置及び管理に関する条例（昭和４３年京田辺市条例第

１０号）の全部を改正する。 

 

 （設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第３項の規定に基

づき、児童（同法第４条第１項に規定する児童をいう。以下同じ。）に健全

な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするため、京田辺

市立児童館（以下「児童館」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

京田辺市立普賢寺児童館 京田辺市水取門田６番地 

京田辺市立田辺児童館 京田辺市田辺鳥本１０２番地 

京田辺市立南山こどもセンター 京田辺市三山木谷垣内３番地１ 

 （施設） 

第３条 児童館には、次の施設を設置するものとする。 

 （１） 集会室 

 （２） 遊戯室 

 （３） 図書室 

 （４） 便所 

 （５） 事務室 

 （６） その他市長が必要と認める施設 

 （事業） 

第４条 児童館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 （１） 遊びによる児童の育成 

 （２） 児童の居場所の提供 



 （３） 児童の権利や意見を尊重した活動 

 （４） 子育て支援 

 （５） 地域の健全育成の環境づくり 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

 （利用者の範囲） 

第５条 児童館を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 （１） 市内に在住する児童 

 （２） 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

 （利用料） 

第６条 児童館の利用料は、無料とする。 

 （損害賠償） 

第７条 利用者の責めに帰すべき理由により施設、附属設備又は器具等を汚損

し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠

償しなければならない。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


